
 政府調達に関する苦情の処理手続（平成８年岩手県告示第215号。以下「処理手続」という。）８の規定により、政府調達に関す

る苦情の受付及び処理の状況を次のとおり公表する。 

  平成23年２月22日 

                                            岩手県知事 達 増 拓 也  

１ 苦情番号 岩検委苦情第１号 

２ 申立年月日 平成22年11月26日 

３ 申立人の氏名又は名称 非公表 

４ 苦情に係る調達機関名及び調達サービス名 

(１) 調達機関名 岩手県環境生活部 

(２) 調達サービス名 岩手・青森県境不法投棄現場（Ｂ、Ｄ、Ｆ、Ｇ、Ｊ、Ｋ及びＯ地区）土壌汚染除去業務及び岩手・青森

県境不法投棄現場（Ｂ、Ｄ、Ｆ、Ｇ、Ｊ、Ｋ及びＯ地区）土壌汚染除去対策詳細調査・設計業務 一式 

５ 苦情の概要 

(１) 申立人は、平成22年11月16日、県からの入札結果通知書により、４(２)の調達サービス（以下「本件調達サービス」とい

う。）に係る同年10月29日に行われた一般競争入札（以下「本件一般競争入札」という。）について、申立人の入札価格が低入

札価格調査制度に関する事務処理要領（以下「要領」という。）別紙５の２(２)に定める失格基準（直接工事費の各工種（科目）

金額が基準を下回る場合）に該当し、申立人が本件一般競争入札の落札者とならないことを知った。 

(２) 政府調達に関する協定（平成７年条約第23号。以下「協定」という。）第２条４(ａ)においては、一の調達のために２以上

の契約又は区分した契約を締結する場合には、契約の価格の算定に当たり、前会計年度に締結した同種の一連の契約の実際の

価額を評価の基礎とすることとされている。 

(３) このことから、申立人は、本件一般競争入札以前に他者が契約を締結したＮ地区についての調達サービス（以下「Ｎ地区

についての調達サービス」という。）を本件調達サービスについての協定第２条４(ａ)に規定する前会計年度に締結した同種の

一連の契約と解し、Ｎ地区についての調達サービスの契約の実際の価額を参考に入札金額を算出した。 

(４) Ｎ地区についての調達サービスの契約の実際の価額を評価の基礎としていないのであれば、協定第２条４(ａ)に反するも

のである。また、これにより、申立人の入札価格が要領別紙５の２(２)に該当するとして本件一般競争入札の落札者を決定し

たことは、入札説明書に記載された落札基準に従ったものとはいえず、協定第13条４(ｃ)に反するものである。 

６ 苦情処理状況の概要 Ｎ地区についての調達サービスは、本件調達サービスについての協定第２条４(ａ)に規定する前会計年

度に締結した同種の一連の契約とは認められず、苦情の内容は協定と無関係であることから、処理手続５(２)イの規定に基づき、

平成22年12月７日付けで、申立てを却下した。 
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